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445

島原市町内会・自治会連合会の各地区が連携を図り、地域住民の健康増進、
環境保全、及び公衆衛生の向上発展に努め、明るく住みよい健康な郷土を建設することを目的とする。

・環境保全及び公衆衛生思想の普及、啓発を行う。
・地区環境美化推進団体等の育成強化を行う。
・保健環境に関する各種研修会を開催する。
・功労者、優秀団体等の顕彰・表彰推薦を行う。

事業の背景及び概
要（現状、課題）、ま
たは交付団体の活
動目的、活動内容
など
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平成 18始期

終期

・島原市町内会・自治会連合会の各地区が連携を図り、地域住民の健康増進、環境保全及び公衆衛生の向上
発展に努め、明るく住みよい健康な郷土を建設することを目的とするもの

島原市保健環境連合会

継続 新規

あり なし

今後も引き続き助成



◎１次評価（自己評価）

（ ）

（ ）

◎２次評価

◎３次評価

予算措置額の増減：

判
定
理
由

千円

休止･廃止の具体的方向性

明るく住みよい健康な郷土を建設することを目的として、今後も引き続き助成を行っていく必要がある。

令和４年度において市補助金と繰越金が同額程度となっている点については、コロナ禍により関連事業が行われな
かったことによるもので、事業再開に伴い繰越額も少なくなるため見直しを行う予定はない。

本会の活動により、市民や子どもたちのごみ減量化への意識向上ができて
おり、きれいな街づくりと生活環境の整備が着実に実施されている。

備　　考

見
直
し
の

方
向
性

判　　　定

　今後の課題と見直しの
　方向性（総合評価判定が
  Ｂ１～Ｂ４の場合）

課
 

題
　

③ 団 体 の 事 業 内 容 や

助成の在り方等の見直し

総 合 評 価

判
　
定

環境保全、公衆衛生思想の普及、啓発など継続的に行っていただいてお
り、町内会自治会との連携も図れている。
見直す必要はないと考える。

　の必要性

  Ｂ　見直しのうえで実施

○総合評価と今後の方向性

② 市 の 関 与 の 必 要 性 主な財源は環境関係団体補助金が占めているため市の関与は必要

① 助 成 事 業 の 効 果

○視点別分析
視　  　　　　点 現　状　分　析 説　　　　　　　　　　　　明

評　価　結　果　を　踏　ま　え　た　次　年　度　予　算　へ　の　反　映　状　況　　（☑）

　ごみ減量への意識向上やきれいな街づくりに寄与している。コロナ禍で推進活動の縮小に伴い繰越金が増加しているが、
過剰な状態が続く場合は、補助金の返還や補助金額の減額などを検討の上、適正な補助金の処理をすること。

判　　　定

備
考

⇒ 0

備　　考

意図した効果があがっている

ある程度効果がある。

あまり効果がない

分析できない

事業効果は後年度

必要性は薄れていない

少し薄れている

薄れている

不明

該当しない

見直しの必要はない

検討の余地はある

見直しの必要あり

補助額の削減

B1 事業規模の拡大 B2 事業規模の縮小

B3 事業内容の改善 B4 その他の見直し

Ａ 継続(特段の見直しは行わない）

Ｃ 休止（隔年実施など）

Ｄ 廃止（終期の設定も含む）

補助額の増加 補助の休止若しくは廃止 現状維持


